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【資料1】

令和7年度～令和11年度　

○『しごと』　創業、経営基盤の改善・向上

①　経営の安定及び革新
取り組み内容 令和７年度　実施状況

経営安定、事業再構築・多角化、ＤＸに関する町・
県・国の施策の周知を図る

町HP、商工会及びしごとプラザ琴浦の配布物によ
り周知

企業の持続的な発展のための革新的な取組及び
デジタル技術等を活用した生産性向上の取組を
支援

町ステップアップ支援補助金
　DX関係　0件

ふるさと納税の仕組みを活用し、地元産品の情
報発信や販売促進を行う

町ステップアップ支援補助金
　ふるさと納税関係　1件

県や関係機関等が開催する物産展や商談会の情
報提供に努める

各機関が実施するオンライン商談会の開催等町HP
で周知

とっとり中部発信プロジェクトへの参画推進に努
める

4社新規販路成約／13社参画

商工団体等と連携し、情報を共有化することで、
相談支援体制の強化を図るとともに、経営相談
の働きかけを行う

価格高騰や賃上げに係る支援制度の情報を商工会
と共有

財務に関する相談窓口の周知を図る。
町HP、商工会及びしごとプラザ琴浦の配布物によ
り周知

②　経営基盤の整備

取り組み内容 令和７年度　実施状況

企業の各事業分野の抱える課題について、相談
窓口の周知を図る

相談内容に応じ、各関係機関を紹介

企業の生産性向上に資する設備投資の促進及び
町内事業所の新増設等により産業の振興、雇用
の確保を図るため、税制面での優遇措置を図る

先端設備等導入認定　実績   2事業者

商工団体等と連携し、デジタル技術の活用に関す
る知識の普及に努める

HPで県のセミナー等を情報提供

税制改正により必要となる対応について、周知を
図る

HPで周知

琴浦町中小企業・小規模企業振興基本計画（施策の取組）

【課題】
　物価高騰やコロナ禍の債務返済といった厳しい経営環境への対応に加え、デジタル技術（DX）
の活用や事業再構築による生産性向上、専門的人材の不足解消、そして資金調達を通じた経営
基盤の強化が課題となっている。
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③　新事業の創出及び起業支援

取り組み内容 令和７年度　実施状況

新事業や新商品開発にチャレンジする企業に対
し、支援を行うとともに、各種支援制度の情報提
供を行う

HPや商工会を通じ情報提供
中小企業ステップアップ支援補助金　実績3件

特定創業支援窓口として、各支援団体と協力し、
各種創業セミナーや創業塾の周知に努める

広報で創業セミナー、創業塾の開催情報を周知

県や関係機関と連携し、町内在住者及び町外か
らの移住定住に結び付く起業の推進を図る

琴浦でスタート！応援補助金
起業支援事業   実績２件（うち移住予定者1件）     　   　　　　　　　　　

ベンチャー企業やスタートアップ企業の誘致を支
援するとともに、サテライトオフィスやワーケー
ションを推進し、交流人口等を創出する

琴浦でスタート！応援補助金
（オフィス移転事業）   実績０件　　　　　　　　

特定創業支援窓口として各支援団体と協力し、各
種創業セミナーや創業塾等の周知を図る

広報で創業セミナー、創業塾の開催情報を周知

④　資金調達の円滑化

取り組み内容 令和７年度　実施状況

国や県が行う中小企業・小規模企業向けの低利
融資制度や日本政策金融公庫が取り扱う小規模
事業者経営改善資金の活用、県と協調した利子
補給により、中小企業・小規模企業の負担軽減を
図る

小規模事業者経営改善資金利子補給事業　
利子補給14件

地域変動対策資金利子補給　52件

新型コロナウイルス対策向け地域経済変動対策資
金（利子補給）実績  201件　

金融相談窓口の周知を図る HP、国、県等のチラシで周知
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○『ひと』　人材確保・育成・事業承継

⑤　人材育成・確保及び雇用
取り組み内容 令和７年度　実施状況

「しごとプラザ琴浦」や関係機関と連携し、合同求
人説明会や就職応援セミナーの開催し、求職者と
企業の相互理解を深める場を設ける等、雇用の
マッチング実現に向けた取組を推進

しごとプラザ琴浦と連携し、就職応援セミナー（毎
月）、企業向けセミナー（1回）、企業紹介セミナー（２
回）を実施した。また、生活困窮者等の就職相談及
び就職支援を行った。

教育機関と連携し、ふるさと・キャリア教育の取り
組みを行うことにより、郷土愛を育み次世代を担
う子どもたちの育成に努める

地域を担う人材育成のため、地域との協働により
各学校独自のふるさと教育を「琴浦マイスター☆」
と称して取り組んだ。

児童・生徒に対し、地域で働く人から話を聞く授
業、企業や農家等での職場・農家体験並びに、こ
ども園、高齢者福祉施設での交流・福祉体験を通
し、町内企業の良さ、地域に暮らす人々の生き方
を学ぶ教育活動の推進に努める

琴浦マイスター☆事業として、中学校では職場体験
学習や社会人講話、小学校では農業体験学習や地
域探求など、多くの地域の方に関わっていただく
教育活動に取り組んだ。

地元企業への就職意欲を高めるため、高等学校、
大学等の教育機関と連携し、企業見学や職場体
験、インターンシップ等を推進

商工会主催の県内高校・短大進路担当者との町内
企業との懇談会に参加し、現状の把握を行った。

高校生やその保護者・進路担当の教員に対し、町
内企業を知ってもらうための取組に努める

倉吉総合産業高校1年生にむけた会社説明会に町
内事業が参加した。中部地区の高校、短期大学進
路担当教員向けの説明会を実施した。

外国人労働者や外国人技能実習性を雇用してい
る企業の状況把握を行うとともに、県や国による
生活支援、就労支援についての相談窓口を周知
し、鳥取県国際交流財団等の関係団体と連携を
図り、課題解決に努める

県の補助金やセミナーの周知に努めた。

SNS等を活用した就職情報の発信に努める

町HPに合同求人説明会開催のお知らせ等掲載を
行った。
商工会と連携し、電子版企業ガイドブックを新たに
作成し、二十歳の集いで配布した。

【課題】
　深刻化する人手不足や若者の流出を背景に、女性や外国人を含む多様な人材が活躍できる労
働環境の整備と、経営者の高齢化に伴う後継者不在の問題を解決するための事業承継や第三者
承継の推進が急務となっている。
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⑥　労働環境の改善

取り組み内容 令和７年度　実施状況

働き方改革サポートオフィス鳥取、とっとり働き
方改革支援センターによる窓口の周知

働き方改革サポートオフィス鳥取の紹介を町HPで
周知

鳥取県男女共同参画推進認定企業制度等の普及
町内企業対象とした研修会時に制度紹介チラシを
配布。

子育てや介護と仕事の両立を図るため、町内企
業に対し、働きやすい職場づくり推進に向けた研
修会の実施及び国・県等の各制度の周知を図り
ながら、労働環境の改善を推進

働きやすい職場づくりに向けての各種支援制度
（補助金、認定制度）を一枚にまとめ商工会を通じ
事業者へ周知した。

時差出勤や時短勤務、副業・兼業の許可、ＩＣＴを
活用した在宅勤務・テレワーク等の多様な働き方
を実現し多様な人材を活用するための取組や、
業務改善による生産性向上に関する国・県の各
種支援制度の周知

HP及び国、県等のチラシにより周知

⑦　事業承継の促進
取り組み内容 令和７年度　実施状況

円滑な事業承継を進めるための相談窓口の周知 HP及びセミナーで周知　

鳥取県事業引継ぎ支援センター、商工団体、金融
機関との連携

相談件数　1件

国や県の事業承継に関する施策の周知 HPで周知

第三者承継について正しい知識やノウハウ・メ
リットを周知し、機運の醸成を図る。また、第三者
承継にかかるマッチングの円滑化を図り、マッチ
ング後の取組を支援

HPで周知
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○『つながり』相互連携・支援

⑧　支援・連携ネットワークの構築
取り組み内容 令和７年度　実施状況

地域内経済循環の促進を図るため｢ＢＵＹコトウ
ラ運動｣を展開し、町内企業の製品、技術及び
サービスに関する情報を町民へ広く紹介、地域内
資源の積極的な活用、町内での消費喚起を促す

BUYコトウラ運動実施　
（町報、親子向けバスツアー実施等）

工事の発注、物品及び役務の調達等、町内企業
への発注機会の確保や増大に努める

予算の適切な執行に留意しながら町内企業の受発
注に努めた。

商工会への加入促進を図る 創業相談時、補助金申請時等加入促進を行った。

まちゼミを通した住民と企業との交流の拡大、企
業間の連携強化で地域内経済循環を促す

10/11～11/10に実施（全41講座）
店主との交流をとおして店の魅力を知る機会と
なった。

商工業と町の観光資源を融合させた地域活性化
の取組を検討

親子向けバスツアー実施し、町内事業所の見学や
体験活動を行った。

⑨　情報の収集及び提供
取り組み内容 令和７年度　実施状況

国や県の動向を把握し、企業訪問、町HP、広報
紙、商工会の会報や SNSを通じ事業者に周知

支援制度の情報をHP、町報、商工会会報、商工会
LINEアカウントを通じて周知

【課題】
　年間約184億円の所得流出を防ぎ、地域経済循環率を向上させるため、「BUYコトウラ運動」
等による町内消費の喚起や、企業間・支援機関との連携ネットワークの構築、および支援情報の
効果的な周知が重要。
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【資料2】琴浦町の地域経済循環率の推移 【出典】国民経済計算・県民経済計算・国勢調査・経済センサス等のデータ

【2018年】 【2020年】 【2022年】

1. 地域経済循環率の推移と現状 地域内で稼いだ所得が、町外へ流出

地域経済の自立度を示す「地域経済循環率」は、この数年で大きく変動しています。

・現状（2022年）: 71.0％ 2020年：80.8%（一時的に大幅改善） 2022年：71.0%（過去3回の調査で最低値）

　推移: 2018年の72.0％から、2020年には80.8％ まで大幅に上昇しましたが、最新の2022年データでは過去3回の調査で最低の数値まで低下しています。

2. 生産（付加価値額）の変化と産業別の特徴 各産業がどれだけ稼いでいるか

地域が生み出した「もうけ」の総額である生産額は、2020年をピークに減少傾向にあります。

総生産額: 500億円（2018年）　→ 528億円（2020年）　 → 465億円（2022年）

産業別の動向:

第1次産業: 労働生産性（1人当たり付加価値額）が292万円（2018年）から365万円（2022年）へと向上しており、全国順位も688位から419位へと躍進しています。

第2次産業: 2020年に176億円の付加価値を生み出しましたが、2022年には121億円まで減少し、生産性の全国順位も1,085位から1,558位へ後退しています。

第3次産業: 2022年の1人当たり付加価値額は762万円となり、2018年の757万円を上回る回復を見せています。

3. 分配（所得）の構造：高い域外依存度 町外から購入するエネルギーコストや地域外の民間サービスへ流出

まとめ

最新のデータ（2022年）からは、「第1次・第3次産業の生産性は向上しているものの、第2次産業の停滞と、エネルギーコスト等の急激な外部流出が、地域経済全体の循環を押し下げている」という
状況が見て取れます。これが、第2次計画において「BUYコトウラ運動」などを推進する根拠となっています。

　町民の所得のうち、町外で稼いで持ち帰る所得（地域外からの流入）への依存が続いています。
　地域外からの所得流入: 164億円（2018年） → 104億円（2020年） → 149億円（2022年）
　特徴: 2022年時点でも、雇用者所得の約4割（393億円のうち149億円）を地域外からの流入に頼っており、町民が周辺都市で稼いでくる構造が鮮明です。

4. 支出の状況：資本流出（ザル経済）の深刻化
　地域外への資本流出が経済循環を阻害する最大の要因となっています。
　その他の支出（エネルギーコスト等）の流出:
　2018年：-62.1％　→2020年：-33.2％　→2022年：-71.3％
　特徴: 2022年には、エネルギー費用や広域サービスの利用を含む「その他の支出」の流出が急激に悪化しました。
　また、民間投資の流出入率も-32.3％（全国1,334位）と低迷しており、町内の設備投資や建設需要が町外へ逃げている現状が浮き彫りとなっています。



基本方針 ： 魅力ある産業が生み出す地域経済循環のまちづくり

《しごと》
創業、経営基盤の改善・向上

《ひ　と》
人材確保・育成・事業承継

《つながり》
循環する地域経済の促進

●中小企業省エネエアコン・LED照
明導入緊急支援 【新】
　　 中小企業が行う高効率空調設備及びLED
　　 照明の導入支援

●起業・創業の支援
　　琴浦でスタート!応援補助金
●経営革新の支援　　
　　中小企業ステップアップ支援
　　補助金（新商品開発、販路拡大、DX推進）

●経営安定の支援
　　利子補給事業（7本）

●人材確保の支援
・雇用対策協定に基づく取組【新】
　　若者・移住者の就労支援
　　多様な働き方の推進　

・未来人材奨学金助成
・しごとプラザ琴浦との連携
・早期再就職支援助成金
　　鳥取部品離職者の再就職支援

●事業承継
　　第三者承継の啓発・促進
　　事業者の掘り起こし

●ＢＵＹコトウラ運動の促進

　（商工会との連携：商工会補助金）
　住民と事業者とのつながりを
　つくることでモノやサービス
　を地域の中で賄う循環を促す

     ・ＢＵＹコトウラバスツアー
      ・琴浦まちゼミ

ふるさと融資　　　
（地域総合整備資金）

統計調査 その他 施設管理等

●大山乳業アイスクリーム工場新設　
　・総事業費19.9億円の無利子融資　

●ワイナリー事業保証料補助
　・金融機関連帯保証料の補助
　　（R8から５年間）
【ふるさと融資】
町が長期の無利子資金を融資する制度
利子の75％が特別交付税措置

●経済センサス
　・５年に一度の活動調査
　　（売上高等の経理項目を調査）
　・対象：事業所・企業（個人事業主含）

【R3_件数６５１件、従業者数6,002人】

　・調査基準日：6月1日
　・調査員：8人　指導員：なし

●日韓友好資料館
　　点字ブロック修繕
　　サイクルステーション整備
　　（R7繰越）

【資料3】令和８年度当初予算　商工観光課（商工分野）全体像



琴浦町中小企業・小規模企業振興基本計画検討委員会設置要綱

(設置)

第１条 琴浦町中小企業・小規模企業振興基本条例（平成 31 年琴浦町条例第 12

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、基本計画を策定するに当たり、必

要な事項について広く意見を求めるため、琴浦町中小企業・小規模企業振興基本

計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第３条 委員会は、基本計画の策定、変更、評価その他必要な事項に関しての協議

を行う。

(組織)

第４条 委員会は、委員 12 名以内で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(１) 中小企業団体の関係者

(２) 中小企業支援機関の関係者

(３) 金融機関の関係者

(４) 教育機関の関係者

(５) 行政機関の職員

(任期)

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第６条 委員会には、委員長及び副委員長を各１名置き、それぞれ委員の互選によ

ってこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

(会議)

第７条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、当該委員会の議長と

なる。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の出席を求

め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第８条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。



(委任)

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

１ この内訓は、令和元年８月１日から施行する。

(経過措置)

２ この内訓の施行の日以後最初の委員会の招集は、第７条第１項の規定にかかわ

らず、町長が行う。


